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・駐 車場 等 の外 灯 は
r光害対策ガイ ドラ

イ ン」に準拠 し、誘
虫性が低 く、塀洩光
を抑制 し、指向性 等
を配慮 した照明器 具
を使用する。

l

・動物の横 断について
の注意看板 を設置す
る。

●照明施設 の設置

・航空障事灯 につ いて は夜 間 に点 灯 され るが、 これ は波長 の長 い赤色
灯 であ り、昆虫類の一般的な生態 として、波長の長い赤色 は見 えない
こ とが知 られ ている ことか ら、誘 虫効果 は少な く、重要な種 の生息状
況 の変化 は極 めて小 さい と予測 され る。

・進入灯及び エプ ロン照明について は、空 港照明の運用時間 は現空港 同
様 に21暗 までを想 定 してい ることか ら、影 響のあ る時間は短 く、重 要
な種 の生息環境 の変化は極 めて小 さい と予測 され る。

・駐車場等 の外灯 については、事業 の計画検 討に当た って津 じた環境保
全配 慮 として 、「光害対策 ガイ ドライ ン」 に準拠 し、誘 虫性 が低 く、
漏洩光 を抑制 し、指 向性等 を配慮 した照 明器具を使用す ることと して
お ‾り、さらに現 空港同様 に夜間は22時 頃までの点灯 とな ることか ら重
重 な種 の生息状 況の変化 は極めて小 さい と予測 され る。

●空港利用車両 による ロー ドキル等

・県 道新川白保線や 国道390号付替予 定地周 辺におい て、サキシマ アオ
ヘ ビ ・オカヤ ドカ リ ・ヤシガニ につい ては側溝への転落死及び交通丑
の増加 による轢 死な どの ロ●－ ドキルが発 生す るおそれが ある。 また、
リュウキュウ ヒクイナについて も交通量 の増加 に伴い交通事故 による

ロー ドキル が発生す るおそれが ある。 しか し、現況 におい ては重 要な
種 のロー ドキルは確認 されてい ないこ と、数個体程度が減少す るおそ
れ があるものの、重要な種の個体群 は存 続す ると考 えられ るこ と、事
業 の計画検討 に当た り講 じた環境保全配 慮 として、動物 の横断 につい

ての注意看板 を設置する ことな どによ り、重要な種 の生息状況 の変化
は極 めて小 さい と予測 され る。

・供 用後は、現 況の国道390号 と同様の側溝 か設置 され る ことか ら、新
たな影響 が生 じる ものではない もの と予測 され る。

●照明施設 の設溌
航空障害灯については夜間に点灯 されるが、 これ は波

長 の長い赤色灯であ り、昆虫類 の一般 的な生態 として、
波長 の長 い赤 色は見 えない こ とが知 られ てい るこ とか
ら、重要 な種の生息状況に及ぼす影響 は極 めて小 さい と
判断 され る。進入灯及びエプ ロン照 明について は、空港
照 明の運用時間は現空港同様 に21時 まで を想定 してい る
ことか ら、影響のある時間は短 く、重 要な種の生息状況
に及ぼす影響は極 めて小 さい と判断 される。駐車場等 の
外灯 については、事業の計画検討 に当たって詩 じた環境
保全配 慮 として、 r光書対策 ガイ ドライ ンJ に準拠 し、
誘 虫性 が低 く、漏洩光を抑制 し、指 向性等 を考慮 した照
明器具 を使用する こととしてお り、さ らに現空港 同様 に
夜間は22時頃 までの点灯 とな ることか ら重要 な種 の生息
状況 に及 ぼす影響は極めて小 さく、環 境影響 の程度 は低
減 されて いる。

●空港利用 車両 によるロー ドキル等
現況 においては重要な種の ロー ドキルは確認 され てお

らず 、事業 の計画検討に当た り講 じた環境保全配慮 とし
て、動物 の横断についての注意看板 を設置す るこ とな ど
か ら、重 要な種の生息状況 に及 ぼす環 境影響 の軽 度は極
めて小 さい。 また、側溝へ の転落 について は、供用 後は
現 況の国道390号 と同様 の側 溝が設 置 され る ことか ら新
たな影響 が生 じるもので はな く、環 境影響 の程 度は極 め

て小 さい。以上の ことか ら、環境 影響の程度 は低減 され
ている。

◎国又 は地方公共団体 による環境保 全の基準又 は 目棟 との
整 合性 に係る評価

沖縄 県環境 基本計画 の中の 「事業別環境 配慮指針」 と
して 「飛行場 の設置 又は変更 の事業」 にお いて、 「その
他 、当該事業の実施 に当た り、周辺環境 への影響につい
て把握 し、環 境へ の影響 を最 小限 にとどめる よう十分配
慮する」 と記載されて お り、 これ を環境保 全の基準又 は

目棟 とす る。
事業の計画検討 に当た り請 じた、誘 虫性 の低い照明施

設の設置等の環境保全配 慮に よ り、重 要な種の生息状況
に及ぼす影響は、最 小限に とどめるよ う十分配慮 され て
い ると考 えられるこ とか ら、環境保全 の基準又 は目標 と
の整合は図 られているもの と評価 した。

●照 明施 設の設置
駐車 場等の外灯については、事業 の計画検 討

に当た り講 じた環境保全配慮 を予測 の前提 とし
て検 討 した結果、環境影響の程度 は極 めて小 さ
く、環 境保全措置 を講ず る必要 はない もの と判
断 した。

●空港利用車両 によるロー ドキル 等
事業 の計画検討 に当た り講 じた環境保全配慮

を予測 の前提 として検 討 した結 果、環境影響 の
程度は極 めて小 さく、環境保全措 置 を諌ず る必
要はな いもの と判 断 した。

●照明施 設の設置
環境保 全措置を誇

じない ことか ら事後
調査の必 要はない と
判断 した。

● 空 港利 用 車 両 に よ
るロー ドキル等
環境保全措置 を講

じない こ とか ら事後
調査 の必要 はない と
判断 した。


